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都市・地域計画の分野において，AIやビックデータ等の先端技術を活用した様々な取り組みが進められ

ている．本研究では，都市・地域計画におけるAI技術導入に伴うアルゴリズムのアカウンタビリティ

(algorithmic accountability)問題を取り上げ，アカウンタビリティの概念や課題を整理すると共に，アカウン

タビリティを確保するための社会的・制度的要件について考察する．特に，アルゴリズムに関わるアカウ

ンタビリティ概念の構造が，特定の手続き規則に則って個別の意思決定プロセスを正当化する個別的なア

プローチと，社会の中で意思決定を正当化するための根拠や基準の正統性を確保するシステミック（全身

的）アプローチにより成り立つことを指摘し，それぞれのシステム要件や機能を考察する． 
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1. はじめに 

 

 Society5.0（超スマート社会）やスーパーシティ構想に

おいて，人工知能（AI）やビックデータが社会変革を導

く中心的な技術として位置付けられている．バルセロナ

市をはじめ，スマートシティの先進都市では，AI技術を

組み込んだ都市OS(operation system)を基盤として，都市・

交通問題の解決を目指す取り組みが既に本格化しており，

国内のいくつかの都市においても実験的な取り組みが始

められている． 

スマートシティに関わる政策提言の多くは，AIやビッ

クデータの積極的な活用と同時に，人間中心的な価値に

基づいて，市民の主体性や社会的な包摂性の理念を提唱

している．しかし，これらの構想が描くように，市民が

主体的な役割を発揮しつつ，AIやビックデータを活用し，

都市・地域の課題解決を図っていくことは必ずしも容易

ではない．特に，機械学習をはじめ，今日主流になりつ

つあるAIアルゴリズムは，大量のデータから意思決定規

則（「もし…（条件）ならば…（結果）」という条件付

言明）を自律的に生成するため，仮にその判断が偏見や

不公正を含んでいたとしても，その理由や根拠を十分に

説明できないという課題を抱えている．さらに，その意

思決定システムには，アルゴリズム設計者，データ保持

者，政策立案者，サービス提供者，サービス利用者をは

じめ，多様な関係主体が関与しており，関係主体の間で

意思決定の責任を帰属・分配することが難しいことも指

摘されている．そのため，このようにアルゴリズムの判

断過程が不透明な技術に依拠した社会では，社会的な意

思決定への市民の主体的な参加が制限され，社会的な排

除を助長する可能性が懸念されている1), 2)． 

こうした中， AI技術の開発・利用に関わる政策議論

において，アルゴリズムを活用した意思決定(algorithmic 

decision-making)のアカウンタビリティ（説明責任）をい

かにして確保するかという問題が提起されている3), 4)．

国内外の公的機関や学術組織等のAIガイドラインや倫理

規定において，アカウンタビリティの要件は，AI技術の

開発や利用において遵守すべき基本原則に位置付けられ

ている．例えば，欧州委員会のAIガイドラインでは，人

間中心的なAIの開発に関わる倫理原則として，慈善性

（善をなすこと）と無危害性，自律性（人間の主体性を

維持すること），正義（公平であること），説明可能性

（透明性の中で操作すること）を挙げている．我が国の

「人間中心のAI社会原則」においても，1) 人間中心の原

則，2) 教育・リテラシーの原則，3) プライバシー確保の

原則，4) セキュリティ確保の原則，5) 公正競争確保の原

則，6) 公平性，説明責任及び透明性の原則，7) イノベー

ションの7つの原則が定められており，その中で「説明

責任」に関して「AI を利用しているという事実，AI に

利用されるデータの取得方法や使用方法，AI の動作結

果の適切性を担保する仕組みなど，用途や状況に応じた
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適切な説明が得られなければならない」と述べられてい

る5)． 

この様に，AIの開発・利用において遵守すべき原則と

して，アルゴリズムに関わるアカウンタビリティ

(algorithmic accountability)の要件が定められているが，土木

計画学の分野において，AI技術を活用する上でいかにし

てアルゴリズムに関するアカウンタビリティを確保する

かについては十分に検討されていない．そこで本研究で

は，都市・地域計画におけるAI技術導入に伴うアルゴリ

ズムのアカウンタビリティ問題を取り上げ，アカウンタ

ビリティの概念や課題を整理すると共に，アカウンタビ

リティを確保するための社会的・制度的要件について考

察する． 

 

2. アカウンタビリティの概念と課題  

 

(1) アルゴリズムのアカウンタビリティ概念 

アカウンタビリティ概念に関して，会計学，社会学，

政治学，経済学，心理学等，多くの学問分野において研

究が蓄積されている．その定義や概念は多義的であるが，

伝統的には，委託者と受託者との間の 2者関係を前提と

して発達してきた6)．すなわち，Bovens 等7)によれば，ア

カウンタビリティの委託－受託関係は，「受託者Aが委

託者 B に対して自己の行為 C を正当化する義務を果た

し，もし委託者Bが受託者Aの正当化が不十分であるこ

とを発見した場合，一定の制裁を受ける可能性がある時，

受託者 A は委託者 B に対して行為 C に関して説明可能

である」という形式により定義される．Binns8)は，この

アカウンタビリティ概念をアルゴリズムによる意思決定

の文脈において捉え直し，アルゴリズムに関わるアカウ

ンタビリティにおける意思決定者とその対象者の関係に

ついて次のように記述している．すなわち，意思決定者

は，アルゴリズムによる意思決定システムの設計と運用

に関する理由及び説明を意思決定の対象者に提供しなけ

ればならない．意思決定の対象者は，この正当化が適切

であるかどうかを判断することができ，適切でない場合

には，意思決定者は何らかの制裁を受けたり，特定の意

思決定の撤回や修正を余儀なくされる可能性がある． 

現実のアルゴリズムによる意思決定は，特定の委託者

と受託者の間で実施されることは稀であり，不特定多数

の市民（委託者）から構成される社会の中で，複数の意

思決定者（受託者）間の連携の中で生産される場合が一

般的である．この点を踏まえて，アルゴリズムによる意

思決定プロセスが社会の規範や手続きに則っているか否

かという観点から，アルゴリズムに関わるアカウンタビ

リティを広義に捉える見方も提示されている．例えば，

OECDのAI原則に拠れば，アカウンタビリティは「組織

や個人が，自らの役割や適用される規制の枠組みに従っ

て，設計，開発，運用，または導入した AI システムが，

そのライフサイクルを通じて適切に機能することを確保

し，自らの行動や意思決定プロセスを通じてこれを実証

すること」を指す．また，Kroll9)は「政策決定に至るプ

ロセスが法的，政治的，社会的な規範と整合的であり，

この事実が公に明白であるならば，そのプロセス及び意

思決定主体は説明可能である」と指摘している．Koene

等 3)は，アルゴリズムに関わるアカウンタビリティを

「法的・倫理的な義務，方針，手順，仕組みにコミット

し，社内外のステークホルダーに倫理的な実行を説明・

実証し，適切な行動が取れなかった場合には是正するこ

とを含む，ガバナンス構造に集約される一連のメカニズ

ム，実践，属性」と定義している． 

 

(2) アルゴリズムのアカウンタビリティ課題 

従来の研究より，意思決定にアルゴリズムを導入する

ことにより，一般の人々に対するアカウンタビリティが

より困難になる可能性が指摘されている10), 11)．既往研究

の議論より，アルゴリズムに関するアカウンタビリティ

の問題は，1) アルゴリズムの秘匿性，2) アルゴリズムの

解釈可能性，3) 異質性とネットワーク性，4) 動的変容の

4 つに整理できる．第 1 に，アルゴリズムのソースコー

ドは，国家機密や知的所有権の下，一般には秘匿されて

いる場合が少なくない．その結果，一般市民に対してア

ルゴリズムの判断や根拠の妥当性を検証・説明すること

が制限される可能性がある．第 2に，アルゴリズムの判

断過程がブラックボックス化しているため，その判断に

至った理由や根拠を解釈できない可能性がある．特に，

設計者がアルゴリズムの意思決定規則を定める「ルー

ル・ベース(rule-based)」による方法と異なり，機械学習

のように，大量のデータから意思決定規則を生成する

「ルール学習(rule-learning)」による方法では，設計者で

さえもアルゴリズムがなぜその判断を下したのかを十分

に説明できない問題が指摘されている12)．近年では，AI

判断の根拠を明確化する「説明能力のある AI(explainable 

AI)」の技術開発も進められているが，未だ発展段階に

あり，AI 判断の根拠を一義的に理由付けすることは困

難である．第 3に，アルゴリズムは，通常，数多くのア

ルゴリズムから構成されるシステムに組み込まれており，

システム全体として機能を発揮する．個々のアルゴリズ

ムやシステム全体の設計，開発，照査，修正には，多く

の関係者が関与する．さらに，アルゴリズムのシステム

は，設計者等の設計・運用環境，利用者の使用環境，ソ

フト・ハードウェアの技術環境，法制度や社会規範を含

む，異質な人的・物的ネットワークが錯綜する複雑な社

会技術的な文脈に埋め込まれている．こうした状況にお

いてシステムが下した判断の根拠やその責任を同定する

ことは極めて難しい．第 4に，アルゴリズムは，環境に
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併せて動的に変容する．多くのアルゴリズムは，入力内

容や出力パフォーマンスに応じて，そのコードを常に書

き換えるようにプログラムされている．また，アルゴリ

ズムの設計・修正過程には，ランダム性が組み込まれて

いる場合が少なくなく，その過程を完全に予想・制御す

ることは困難である． 

これらのアカウンタビリティ課題に対して，意思決定

プロセスの透明性(transparency)の向上を求める議論もあ

る．既存の AI ガイドラインや倫理規定においても，透

明性の原則が提示されている．しかし，意思決定プロセ

スの透明性だけでは，アカウンタビリティを確保するこ

とは難しい点が指摘されている13), 14)．第 1 に，上述した

通り，アルゴリズムのソースコードは，国家機密や知的

所有権により秘匿される必要がある場合が少なくない．

ソースコードを公開することにより，不特定多数の不当

な介入に対する意思決定システムの脆弱性が高まる可能

性もある．第 2に，ソースコードを公開しただけでは，

その機能や特性を検証する上では不十分である．特に，

アルゴリズムに関する専門的な知識を持たない一般の市

民は，ソースコードを閲覧できたとしても，その意味を

理解することは容易ではない．第 3に，アルゴリズムの

判断過程にランダム性が組み込まれているため，仮に透

明性を確保したとしても，それだけではその意思決定に

対する恣意的な操作性を除去することは出来ない可能性

がある．最後に，アルゴリズムは動的に変容するため，

ある一時点のソースコードを公開しても，アルゴリズム

の更新内容やその妥当性を評価することは難しい．これ

らの理由により，アルゴリズムによる意思決定プロセス

の透明性を確保するだけでは，その妥当性を検証するこ

とは難しいと言える． 

 

3. アカウンタビリティの構造と要件 

 

(1) アカウンタビリティシステムの構造 

 アルゴリズムに関するアカウンタビリティの理念系を

1つのシステムとして表現し，その構造と機能を分析す

る．アルゴリズムによる意思決定システムでは，複数主

体間の複雑な委託－受託関係が錯綜し，アルゴリズムを

媒介した様々な意思決定が生産・再生産される．

Kaminski15)の議論を踏まえると，こうしたアルゴリズム

による意思決定を規律付けるアプローチは，個別の意思

決定の適正性を評価する個別的アプローチと，社会の中

で意思決定システムの妥当性を評価するシステミック

（全身的）アプローチに大別される．本研究では，この

分類を参照し，表-1に示すように，アカウンタビリティ

システムを2つのシステム（以下，アカウンタビリティ

システムIとアカウンタビリティシステムIIと呼ぶ）から

構成されるものと捉える． 

 第1に，アカウンタビリティシステムIでは，アルゴリ

ズムを用いた意思決定が適正なプロセスに則っているか

どうかが評価される．そこで，意思決定者は，公平性等

の手続き基準に基づいて，アルゴリズムを介して入力情

報から特定の判断を出力する論理関係を正当化(justify)し，

自らの責任を果たすことが求められる．アカウンタビリ

ティシステムIは，一定の評価基準を所与として，アル

ゴリズムを用いた意思決定を正当化し，その責任帰属を

確立する役割を果たす． 

 第2に，アカウンタビリティシステムIIでは，アルゴ

リズムを用いた意思決定を正当化するための根拠や基準

が社会的文脈の中で正統性(legitimacy)を持ち得るかどう

かが評価される．そこでは，アルゴリズムを用いた意思

決定に関わる関係主体間の責任関係のあり方が吟味され

る．Stahl16)は，この様に，関係主体の責任関係自体の妥

当性を対象とした責任概念を反省的責任 (reflective 

responsibility)と呼称し，その特徴として，1) 責任の帰属が

広く社会全体に開かれているか否かという「開放性

(openness)」，2) 責任の帰属により，人々の行動を改善で

きるか否かという「行為への親和性(affinity to action)」，

3) 責任の帰属により，「望ましい社会」や「良い生活」

等の社会的な目的を達成できるか否かという「目的論的

志向性(teleological orientation)」という3つを挙げている．

アカウンタビリティシステムIIは，アルゴリズムによる

意思決定が依拠する認識論的・規範的基準を広い社会的

文脈の中で検証することにより，こうした反省的責任を

確立する役割を担う． 

 

(2) アカウンタビリティシステムIの要件 

 都市・地域計画に関わる意思決定アルゴリズムは，当

該エリアや個々のサービス利用者に関するデータを入力

し，定められた計算手続きにより，都市問題の解析・予

測や当該利用者の行動特性等に関わる一定の判断を出力

する．アカウンタビリティシステムIでは，こうした意

表-1 アルゴリズムのアカウンタビリティシステム 

 システム I システム II 

アプローチ 個別的アプローチ システミックアプローチ 

システム機能 意思決定の正当化 意思決定基準の正統性の確保 

システム要件 手続き的規則性 認識的・道徳的正統性 

責任関係 責任の帰属 反省的責任（開放性，行為への親和性，目的論的志向性） 
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思決定の要因やその相対的な重み付けを評価し，その意

思決定プロセスが一定の手続き基準に従って進められて

いるかどうかが問われる．こうしたアルゴリズム評価に

関して，Doshi-Velez等17)は，アルゴリズムを介して特定

の入力が特定の出力にどのように影響を与えたかを定量

化することにより，アルゴリズムの判断の妥当性につい

て合理的な説明を行うことが出来ることを指摘している． 

一方，アルゴリズムの手続き基準に関して，Kroll等13)

は，アルゴリズムを用いた意思決定プロセスが，そのア

カウンタビリティを果たす上で準拠すべき条件として，

「手続き的規則性(procedural regurality)」の基準を提示して

いる．すなわち，手続き的規則性とは，「全ての人々に

同様の手続きが適用され，かつ，その手続きが特定の人

を不利にする方法で設計されていないことを関係者が理

解できる」ことを要請しており，手続きの適用性と公平

性の2つの基準から成り立つ．手続きの適用性に関して，

Kroll等13)は，暗号理論におけるゼロ知識証明の考え方に

基づいて，意思決定者がインプットやアウトプット情報

を公開することなく，事前にコミットしたアルゴリズム

が実際に適用されたことを正当化・証明することを可能

にする手法を提案している．一方，公平性の基準に関し

ては，機会学習やデータマイニング分野において，公平

性配慮型データマイニング(fairness-aware data mining)等の

手法が開発・検討されており，公平性，差別，中立性，

独立性等の倫理的制約を考慮に入れた様々な分析方法が

提案されている18)． 

アカウンタビリティシステムIでは，アルゴリズムを

用いた意思決定プロセスがこれらの基準を満たしている

かどうかを評価することにより，意思決定に関わる関係

主体の責任を適切に帰属化させることが求められる． 

 

(3) アカウンタビリティシステムIIの要件 

 アルゴリズムを用いた意思決定は，様々な認識論的・

規範的な前提条件を内在化している8)．第1に，アルゴリ

ズムによる意思決定モデルは，モデルの一般化可能性，

理論的なモデルとの整合性，因果関係と相関関係の相違

等，認識論的な問題を孕んでいる．第2に，アルゴリズ

ムによる意思決定モデルには，上述した通り，公平性等

の倫理的制約が明示的あるいは暗黙の内に組み込まれて

いる．さらに，都市・地域計画の分野においてアルゴリ

ズムを用いた意思決定システムを導入する場合，自動運

転車のトロッコ問題が典型的であるように，アルゴリズ

ムの判断が一般の人々の道徳的判断に一定程度関与せざ

るを得ない．この意味において，アルゴリズムという技

術は，それ自体において道徳的意義を持ち得ると考えら

る．Binn8)によれば，アルゴリズムに関わるアカウンタ

ビリティでは，こうしたアルゴリズムを用いた意思決定

モデルやプロセスが依拠している認識論的・道徳的な前

提条件について，社会的な合意が形成されるかどうかに

ついても主要な課題となる．アカウンタビリティシステ

ムIIでは，アルゴリズムの認識論的基準や道徳的意義を

社会全体の中で検証し，その正統性が評価される．また，

意思決定システムにおける関係者間の責任関係が人々の

行動を改善し，一定の社会的目的を達成しているかどう

かを社会の中で吟味することにより，反省的責任の確立

が目指される．その具体的な手法としては，アルゴリズ

ムの設計者，運営者，政策立案者，一般の利用者を含む，

多様な関係主体の意見をアルゴリズムの設計・運用にフ

ィードバックさせる「構成的技術アセスメント

(constructive technology assessement)」の方法が考えられる19)．  

 以下では，アカウンタビリティシステムIIの機能的要

件として，アルゴリズムが依拠する認識論的・道徳的基

準の正統化の課題について述べる． 

a) 認識的正統性の要件 

 古典的な認識論(epistemology)では，知識を「正当化さ

れた真なる信念(justified true belief)」と捉える伝統的な知

識観がある20), 21)．すなわち，ある信念が知識であるのは，

その信念が真であるだけでは十分ではなく，それが真理

をもたらす十分な理由を持つという意味において，正当

化されることが必要であると考えられてきた．この意味

において，アルゴリズムの判断過程に関して，現実世界

に関わる真理に接近する方法として正当化できるかどう

かが問われる．特に，機会学習モデルが仮に現象の因果

関係を説明できなくても，政策立案者はその予測能力が

十分であればモデルの使用を許容する可能性もあり22)，

その利用にあたっては，こうした認識論的前提に関して

社会の中で一定の合意を得ておく必要がある．この点に

関連して，社会認識論(social epistemology)は，「多数の

人々によって知識が探求される際の通常の状況において，

知識の探求はどのように組織されるべきか」を問う23)．

社会認識論の観点から，社会全体において様々な関係者

の認識論的正当化の根拠を相対的に吟味し，アルゴリズ

ムの設計・運用に関わる認識論的基準の正統性を確保す

ることが必要である． 

b) 道徳的正統性の要件 

 都市・地域の問題解決にアルゴリズムを利用する場合，

その判断が市民生活の様々な場面に浸透するため，そこ

での道徳的判断に直接的・間接的な影響を及ぼすことは

避けられない．この点に関連して，Verbeek24)は，人間と

いう主体と技術という客体を分離する近代主義的な主客

二分法に疑義を呈し，ポスト現象学の立場から人間の道

徳的判断が技術との相互作用の中で形成されることを強

調する．そして，技術が道徳的判断に関与する媒介的役

割に関して，予益原則（技術の使用者や使用によって影

響を受ける人々に恩恵を与えるか），自律性の尊重

（人々は技術の介入を自覚し，自律的な判断を保持でき
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るか），無害性（人々のプライバシーは尊重されている

か）等の道徳原則に照らして分析・評価する考え方を提

案している．この点を踏まえると，都市・地域計画に関

わる意思決定アルゴリズムが人々の経験や実践に対して

どのような道徳的意義を有しているかを明らかにし，そ

うしたアルゴリズムの媒介的役割が自由や責任等の道徳

的価値に照らして正統化できるかどうかが重要な課題と

なる． 

 

4. まとめ 

 

本研究では，都市・地域計画における AI 技術導入に

伴うアルゴリズムのアカウンタビリティ問題を取り上げ，

既往研究の知見に基づいて，アカウンタビリティの概念

や課題を整理すると共に，アカウンタビリティを確保す

るための社会的・制度的要件について考察した．アカウ

ンタビリティシステムの構造や機能については，1 つの

仮説的モデルであり，その妥当性に関して，現実のアル

ゴリズムを巡る合意形成事例等を参照しつつ更なる検討

を加える必要がある． 
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